
（１）薬局の認定制度について

報告事項
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地域連携薬局の認定状況

【第７２回埼玉県地方薬事審議会】
令和７年１１月１８日
埼玉県保健医療部薬務課

資料１
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認定薬局制度の
概要について
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地域連携薬局、専門医療機関連携薬局

出典：令和7年度第16回薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会資料
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特定の機能を有する薬局の都道府県知事の認定は、構造設備や業務体制に加え、機能を適切に
発揮していることを実績により確認する必要があるため、１年ごとの更新とする。

基 準法 律

○ 利用者が座って服薬指導等を受けることができる、間仕切り等で区切られた相談窓口及び
相談の内容が漏えいしないよう配慮した設備の設置

○ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造設備

構造設備が、利用者の心身の状況に配慮する
観点から必要なものとして厚生労働省令で定
める基準に適合するものであること。１

○ 地域包括ケアシステムの構築に資する会議への継続的な参加
○ 地域の医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し、利用者の薬剤等の使用情報
について随時報告・連絡できる体制の整備

○ 地域の医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し、利用者の薬剤等の使用情報
について報 告・連絡を行った実績（月平均３０回以上の報告・連絡の実績）

○ 地域の他の薬局に対し、利用者の薬剤等の使用情報について報告・連絡できる体制の整備

利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報
を他の医療提供施設と共有する体制が、厚生
労働省令で定める基準に適合するものである
こと。

２

〇 開店時間外の相談応需体制の整備
〇 休日及び夜間の調剤応需体制の整備
〇 地域の他の薬局への医薬品供給体制の整備
〇 麻薬の調剤応需体制の整備
〇 無菌製剤処理を実施できる体制の整備（他の薬局の無菌調剤室を利用して無菌製剤処理を
実施する体制を含む。）

〇 医療安全対策の実施
〇 継続して１年以上勤務している常勤薬剤師の半数以上の配置
〇 地域包括ケアシステムに関する研修を修了した常勤薬剤師の半数以上の配置
〇 薬事に関する実務に従事する全ての薬剤師に対する、地域包括ケアシステムに関する研修
又はこれに準ずる研修を計画的な実施

〇 地域の他の医療提供施設に対する医薬品の適正使用に関する情報を提供した実績

地域の患者に対し安定的に薬剤を供給するた
めの調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与
の業務を行う体制が、厚生労働省令で定める
基準に適合するものであること。

３

〇 在宅医療に関する取組の実績（月平均２回以上の実績）
〇 高度管理医療機器等の販売業の許可の取得並びに必要な医療機器及び衛生材料の提供体制

居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬
学的知見に基づく指導を行う体制が、厚生労
働省令で定める基準に適合するものであるこ
と。

４

【地域連携薬局】

特定の機能を有する薬局の認定要件
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①新法第６条の３第１項の厚生労働省令で定める傷病の区分は、「がん」とすること。

【専門医療機関連携薬局域連携薬局】

基 準法 律

○ 利用者が座って服薬指導等を受ける個室等の設備の設置
○ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造設備

構造設備が、利用者の心身の状況に配慮する観
点から必要なものとして厚生労働省令で定める
基準に適合するものであること。

１

○ 専門的な医療の提供等を行う医療機関との会議への継続的な参加
○ 専門的な医療の提供等を行う医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し、
①の傷病の区分に該当する利用者の薬剤等の使用情報について随時報告・連絡できる体制
の整備

○ 専門的な医療の提供等を行う医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し、
①の傷病の区分に該当する利用者の薬剤等の使用情報について報告・連絡を行った実績
（①の傷病の区分に係る患者の半数以上報告・連絡した実績）

○ 地域の他の薬局に対し、①の傷病の区分に該当する利用者の薬剤等の使用情報について
報告・連絡できる体制の整備

利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報を
他の医療提供施設と共有する体制が、厚生労働
省令で定める基準に適合するものであること。

２

〇 開店時間外の相談応需体制の整備
〇 休日及び夜間の調剤応需体制の整備
〇 地域の他の薬局への①の傷病の区分に係る医薬品供給体制の整備
〇 麻薬の調剤応需体制の整備
〇 医療安全対策の実施
〇 継続して１年以上勤務している常勤薬剤師の半数以上の配置
〇 ①の傷病の区分に係る専門性を有する常勤薬剤師の配置
〇 薬事に関する実務に従事する全ての薬剤師に対する①の傷病の区分に係る専門的な研修
の計画的な実施

〇 地域の他の薬局に対する①の傷病の区分に係る研修の継続的な実施
〇 地域の他の医療提供施設に対する①の傷病の区分に係る医薬品の適正使用に関する情報
を提供した実績

専門的な薬学的知見に基づく調剤及び指導の業
務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準に
適合するものであること。

３

特定の機能を有する薬局の認定要件
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• 医薬品医療機器等法施行令第1条の3(地方薬事審議会で審議する事務)
一 法第６条の２第１項の都道府県知事の認定に係る事務
二 法第６条の３第１項の都道府県知事の認定に係る事務

地域の医療提供体制を検討するうえで、特定の機能を有する認定
薬局の役割が重要。都道府県において薬局の認定がどのような状況
になるのか、今後どのような方針で地域の医薬品提供体制を考えて
いくのか審議する。
１年に１回程度、認定薬局の認定状況等を審議会において報告す

ることとされた（R3.5.25審議会で了承）。

地方薬事審議会の関与
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認定数の目標値
【指標】
「地域連携薬局」の認定を取得した薬局数

【目標値】
●埼玉県５か年計画

０薬局（令和２年度末） ８００薬局（令和８年度末）

●第８次埼玉県地域保健医療計画
２２７薬局（令和４年度末） ８００薬局（令和８年度末）

【目標値の根拠】
日常生活圏域（中学校区）において、患者が自身に適した地域連携薬局を

選択できるよう、公立中学校（令和３年度416校）の数を２倍した数を設定
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埼玉県の地域連携薬局数

8

地 域 連 携 薬 局 ︓ 2 6 5 件

専門医療機関連携薬局︓１４件

（令和7年9月末現在）

（専門医療機関連携薬局）

（地域連携薬局）
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全国の認定数

◆地域連携薬局 ◆専門医療機関連携薬局

全国４位 全国６位
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全国の薬局数に対する認定薬局数の比率

◆地域連携薬局 ◆専門医療機関連携薬局

全国10位 全国10位

令和７年３月31日現在
令和６年度衛生行政報告例のデータから作成

（％） （％）
北海道 7.51 東京都 8.87 滋賀県 6.25 徳島県 7.75
青森県 4.74 神奈川県 8.39 京都府 10.13 香川県 9.60
岩手県 5.21 新潟県 8.72 大阪府 6.09 愛媛県 5.49
宮城県 7.38 山梨県 1.68 兵庫県 5.64 高知県 5.25
秋田県 4.69 長野県 6.82 奈良県 5.95 福岡県 3.98
山形県 4.74 富山県 7.66 和歌山県 3.09 佐賀県 1.95
福島県 9.04 石川県 6.75 鳥取県 11.11 長崎県 4.31
茨城県 11.38 岐阜県 4.53 島根県 4.36 熊本県 3.00
栃木県 5.75 静岡県 6.84 岡山県 5.99 大分県 5.88
群馬県 6.08 愛知県 4.37 広島県 6.85 宮崎県 3.74
埼玉県 8.00 三重県 7.66 山口県 3.47 鹿児島県 4.06
千葉県 8.02 福井県 4.48 沖縄県 1.04

北海道 0.73 東京都 0.25 滋賀県 0.87 徳島県 0.26
青森県 0.16 神奈川県 0.42 京都府 0.16 香川県 0.00
岩手県 0.16 新潟県 0.09 大阪府 0.36 愛媛県 0.16
宮城県 0.57 山梨県 0.00 兵庫県 0.29 高知県 0.00
秋田県 0.00 長野県 0.58 奈良県 0.00 福岡県 0.27
山形県 0.65 富山県 0.37 和歌山県 0.00 佐賀県 0.39
福島県 0.11 石川県 0.17 鳥取県 0.00 長崎県 0.70
茨城県 0.58 岐阜県 0.28 島根県 0.29 熊本県 0.33
栃木県 0.31 静岡県 0.21 岡山県 0.47 大分県 0.17
群馬県 0.30 愛知県 0.27 広島県 0.25 宮崎県 0.17
埼玉県 0.43 三重県 0.45 山口県 0.26 鹿児島県 0.35
千葉県 0.41 福井県 0.00 沖縄県 0.00
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地域連携薬局の
認定状況について
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地域連携薬局認定数と目標値

令和5年度末︓500薬局

令和8年度末︓800薬局

地域連携薬局︓265薬局
※令和７年９月末現在

令和６年度地域連携薬局申請薬局
新規申請 38薬局
継続申請 229薬局

＜原因＞
・一部の認定要件を満たすこと
が難しい

・調剤報酬上のインセンティブ
がない
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地域連携薬局数上位５都府県の認定数推移

東京都

埼玉県

千葉県

神奈川県

大阪府

認定数上位５自治体の認定数
の状況は、横ばい又は減少傾
向で、埼玉県の状況と同様と
考えられる。

７２１５件

３２３８件

２６８１件

４２６７件

４６６４件

（参考）令和６年３月末の薬局数地域連携薬局数
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主な薬局開設者毎の認定取得数

認定取得数上位１６社の認定薬局数が、全
認定薬局数の約７５％を占めている。
複数の薬局を開局している開設者は、認定
取得したノウハウを水平展開して認定薬局
数を増やすことは可能であるが、個人薬局
等にとってはハードルが高く、申請に至っ
ていないことが考えられる。

195

薬局開設者 認定薬局数
1 アイン中央 44
2 日本調剤(株) 24
3 (株)アイセイ薬局 23
3 クラフト(株) 23
5 クオール(株) 16
6 (株)アインファーマシーズ 12
6 アポクリート(株) 12
8 ウエルシア薬局(株) 8
8 総合メディカル(株) 8
10 ファーマライズ(株) 5
10 みよの台薬局(株) 5
12 (株)かくの木 4
12 (株)昭和薬品 4
12 (株)ハローコーポレーション 4
15 (株)鈴木薬局 3
16 その他 70

合計 265

1-15



埼玉県の取組み
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埼玉県の取組み

（１）住民・薬局への周知
①薬務課が制作する広報物を活用し認定薬局制度について周知
⇒ジェネリック医薬品の使用促進する啓発物の「薬局をもっと身近に︕」の項目に記載
薬と健康の週間等で配布

【リーフレット】 【絆創膏】
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埼玉県の取組み

（１）住民・薬局への周知
②多数の薬局が参加する県薬剤師会主催の研修会において、地域連
携薬局の制度及び取得方法について講演

【実績】
・地域連携薬局 認定取得のための研修会
（実施日）令和７年１０月２６日（日）１３時３０分〜１５時３０分
（対象者）新たに地域連携薬局を取得希望、取得予定の薬剤師

・地域連携薬局のための研修会（地域包括ケアに関する研修会）
（実施日）令和７年１０月２９日（水）１９時００分〜２１時００分
（対象者）地域連携薬局に勤務する薬剤師
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埼玉県の取組み

（２）地域連携薬局に対して認定取得後の注意点を周知
⇒地域連携薬局の認定数が伸び悩んでいることの
原因の一つに更新時に常勤薬剤師の要件を満た
せないことが挙げられる。
そのため、認定証の送付と一緒に薬剤師の採用、
異動等について注意を促すリーフレットを
同封している。

1-19



まとめ
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まとめ

・「地域連携薬局」の認定を取得した薬局数の目標が８００薬局（令和８年度末）
であるが、令和７年９月末で２６５薬局と進捗は頭打ちの状況となっている。

・目標値との乖離について、１年以上勤務している常勤薬剤師が全薬剤師の半数以
上いなければならないなど、一部の認定要件を満たすことが難しいことや、地域
連携薬局として認定を受けたとしても調剤報酬上のインセンティブがないことが
挙げられる。

・現在、地域連携薬局を増やす取り組みとして、薬局・県民に対するリーフレット
や啓発物を用いた周知、また埼玉県薬剤師会等と連携し、薬局に対し認定取得方
法等について周知を図っているが、今後もこの取組を継続していく。

・地域連携薬局については、制度上の課題等もあり、現在、国の検討会で認定基準
の見直しも論点となっている。県としては、このような国の動向も注視し、都道
府県間で緊密に連携しながら、必要に応じて国に問題提起していきたい。
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（２）知事指定薬物の指定状況について

報告事項
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知事指定薬物の指定状況

【第72回埼玉県地方薬事審議会】
令和７年１１月１８日
埼玉県保健医療部薬務課

資料２
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危険ドラッグに係る国の規制

出典︓沖縄県薬務生活衛生課、沖縄県警察本部

国年月

医薬品医療機器等法第２条第１５項に規定する指定薬物及び同法第７６条の４に規定す
る医療等の用途を定める省令の交付により、指定薬物の指定を開始

平成１９年２月

指定薬物の包括指定の開始（合成カンナビノイド系、カチノン系）平成２５年２月～

池袋にて自動車死亡事故発生平成２６年６月

池袋事件の２薬物を指定薬物として初の緊急指定７月

危険ドラッグに関係する医薬品医療機器等法の一部改正
・検査命令・販売等停止命令の対象拡大、広告中止命令や広域的な規制の導入
・指定薬物及び無承認医薬品に係る広告規制の拡充
・プロバイダへの削除要請、損害賠償責任の制

１２月

ＬＳＤ類似物質の個別指定平成２８年４月～

エトミデート＊を指定薬物に指定令和７年５月

累計 2,472物質を指定令和７年１１月８日現在

＊エトミデート
〔エチル＝1－（1－フェニルエチル）－1H－イミダゾール－5－カルボキシラート〕

国内では「笑気麻酔」と称する、液状（電子タバコで吸引できる
リキッド状）のものが乱用される事例が確認されている。
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（目的）
第一条 この条例は、薬物の濫用による被害が深刻化している状況を踏まえ、薬物の濫用の防止に関し、県
等の責務を明らかにし、基本的な施策及び薬物の依存症からの患者の回復の支援のための施策を定めると
ともに、薬物の製造、販売等の規制を行うことにより、薬物の濫用による危害から県民の健康及び安全を
確保し、もって県民が安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。

（定義）
第二条 この条例において「薬物」とは、次に掲げる物をいう。
六 前各号に掲げるもののほか、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用（当該作用の維持又は強
化の作用を含む。第十一条第一項において「精神毒性」という。）を有する蓋然性が高く、かつ、人の
身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあると認められる物

（知事指定薬物の指定）
第十一条 知事は、第二条第六号に掲げる薬物のうち、県の区域内において現に濫用され、又は濫用される
おそれがあり、かつ、最新の科学的知見に基づき精神毒性を有すると認められるものを知事指定薬物とし
て指定することができる。

２ 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、埼玉県地方薬事審議会の意見を聴
かなければならない。ただし、県民の健康及び安全を確保するため緊急を要する場合で、あらかじめ埼玉
県地方薬事審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。

３ 前項ただし書の場合において、知事は、第一項の規定による指定を行った後、速やかに、その旨を埼玉
県地方薬事審議会に報告するものとする。

４ 第一項の規定による指定は、規則の定めるところにより、その旨を告示することにより行うものとする。

埼玉県薬物の濫用の防止に関する条例（平成27年埼玉県条例第19号）
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埼玉県地方薬事審議会規則（平成17年規則第184号）

（小委員会）
第七条 審議会は、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、小委員会を置くことができる。
２ 小委員会に属すべき委員は、委員及び特別委員のうちから会長が指名する。
３ 小委員会に委員長を置き、小委員会に属する委員のうちから会長がこれを指名する。
４ 委員長は、小委員会を招集し、その議長となる。
５ 委員長に事故があるときは、小委員会に属する委員のうちから委員長があらかじめ指名する委員
が、その職務を代理する。

６ 前条第二項から第四項まで、次条及び第九条の規定は、小委員会について準用する。
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知事指定薬物に係る審議、指定の概要

１ 埼玉県地方薬事審議会 薬物指定審査委員会開催状況
（令和６年度）

・開 催 回 数：５回（詳細は別添のとおり）

・審議物質数：１５物質

２ 知事指定薬物数（令和６年度）

・１５物質を指定（詳細は別添のとおり）

・条例制定後から令和６年度までに累計１６４物質
を指定し、いずれも大臣指定薬物＊の規制開始に
伴い失効（知事指定後９日後）

27
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知事指定薬物の指定数の推移

指定数 累計

（指定数） （累計）

＊医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（抜粋）
第２条
１５ この法律で「指定薬物」とは、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用（当該作用の維持又は強

化の作用を含む。）を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生
するおそれがある物（覚醒剤、麻薬及び向精神薬並びにあへん及びけしがらを除く。）として、厚生労働
大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
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薬物指定審査委員会開催状況（令和６年度）

通称名名称
１

【第１回】

１ 開催日 令和６年４月５日（金）～４月１０日（水）（書面）

２ 審議物質の概要

３ 知事指定薬物告示日 令和６年５月１日（水）（埼玉県告示号外第１３号）

４ 特記事項
（１）上記１品目は、大臣指定薬物の規制開始に伴って令和６年５月１１日（土）に失効した。

構造式通称名名称

１Ｔ－ＬＳＤ（８Ｒ）－Ｎ，Ｎ－ジエチル－６－メチル－１－
［（チオフェン－２－イル）カルボニル］－９，
１０－ジデヒドロエルゴリン－８－カルボキシア
ミド及びその塩類

1
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薬物指定審査委員会開催状況（令和６年度）

通称名名称
１

【第２回】

１ 開催日 令和６年７月５日（金）～７月１０日（水）（書面）

２ 審議物質の概要

３ 知事指定薬物告示日 令和６年８月７日（水）（埼玉県告示号外第１８号）

４ 特記事項
（１）上記３品目は、大臣指定薬物の規制開始に伴って令和６年８月１７日（土）に失効した。

構造式通称名名称

ＡＤＢ－５’Ｂｒ－ＢＵＴＩＮＡＣＡＮ－（１－アミノ－３，３－ジメチル－１－オキソ
ブタン－２－イル）－５－ブロモ－１－ブチル－１
Ｈ－インダゾール－３－カルボキシアミド及びその
塩類

1

Ｎ－Ｄｅｓｅｔｈｙｌ ｉｓｏｔｏｎｉｔａｚｅｎｅＮ－エチル－２－｛２－［（４－イソプロポキシ
フェニル）メチル］－５－ニトロ－１Ｈ－ベンゾ
［ｄ］イミダゾール－１－イル｝エタン－１－アミ
ン及びその塩類

２

３，４－ＭＤＰＭ、３－ＭＤＰＭ、
３，４－Ｍｅｔｈｙｌｅｎｅｄｉｏｘｙｐｈｅｎｍ
ｅｔｒａｚｉｎｅ

（２Ｒ，３Ｒ）－２－（ベンゾ［ｄ］［１,３］ジ
オキソール－５－イル）－３－メチルモルフォリン、
（２Ｓ，３Ｓ）－２－（ベンゾ［ｄ］［１,３］ジ
オキソール－５－イル）－３－メチルモルフォリン
及びそれらの塩類

３
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３ 知事指定薬物告示日 令和６年１１月６日（水）（埼玉県告示号外第３０号）

４ 特記事項
（１）上記４品目は、大臣指定薬物の規制開始に伴って令和６年１１月１６日（土）に失効した。

薬物指定審査委員会開催状況（令和６年度）

通称名名称
１

【第３回】

１ 開催日 令和６年１０月１８日（金）～１０月２５日（金）（書面）

２ 審議物質の概要

構造式通称名名称

Ｆｌｕｎｉｔａｚｅｎｅ、Ｆｌｕｏｎｉｔａｚｅ
ｎｅ

Ｎ，Ｎ－ジエチル－２－｛２－［（４－フルオロ
フェニル）メチル］－５－ニトロ－１Ｈ－ベンゾ
［ｄ］イミダゾール－１－イル｝エタン－１－アミ
ン及びその塩類

1

Ｍｅｔｏｄｅｓｎｉｔａｚｅｎｅ、Ｍｅｔａｚｅ
ｎｅ

Ｎ，Ｎ－ジエチル－２－｛２－［（４－メトキシ
フェニル）メチル］－１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダ
ゾール－１－イル｝エタン－１－アミン及びその塩
類

２

ＭＤ－ＰｉＨＰ、ＭＤ－ＰＨｉＰ１－（ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール－５－
イル）－４－メチル－２－（ピロリジン－１－イ
ル）ペンタン－１－オン及びその塩類

３

ＡＤＢ－５’Ｂｒ－ＰＩＮＡＣＡＮ－（１－アミノ－３，３－ジメチル－１－オキソ
ブタン－２－イル）－５－ブロモ－１－ペンチル－
１Ｈ－インダゾール－３－カルボキシアミド及びそ
の塩類

４
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３ 知事指定薬物告示日 令和７年１月２４日（金）（埼玉県告示号外第１号）

４ 特記事項
（１）上記４品目は、大臣指定薬物の規制開始に伴って令和７年２月３日（月）に失効した。

薬物指定審査委員会開催状況（令和６年度）

通称名名称
１

【第４回】

１ 開催日 令和６年１２月２４日（金）～令和７年１月１４日（火）（書面）

２ 審議物質の概要

構造式通称名名称

２Ｆ－ＮＥＮＤＣＫ、
２Ｆ－２ＯＸＯ－ＰＣＥ、２－ＦＸＥ、
２－ｆｌｕｏｒｏｄｅｓｃｈｌｏｒｏ－Ｎ－ｅｔ
ｈｙｌ－ ｋｅｔａｍｉｎｅ

２－（エチルアミノ）－２－（２－フルオロフェニ
ル）シクロヘキサン－１－オン及びその塩類

1

Ｍｅｔｏｎｉｔａｚｅｐｙｎｅ、
Ｎ－Ｐｙｒｒｏｌｉｄｉｎｏ Ｍｅｔｏｎｉｔａ
ｚｅｎｅ

２－［（４－メトキシフェニル）メチル］－５－ニ
トロ－１－［２－（ピロリジン－１－イル）エチ
ル］－１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール及びその塩
類

２

１ｃＰ－ＡＬ－ＬＡＤ（８Ｒ）－６－アリル－１－（シクロプロパンカル
ボニル）－Ｎ，Ｎ－ジエチル－９，１０－ジデヒド
ロエルゴリン－８－カルボキシアミド及びその塩類

３

１ｃＰ－ＭｉＰＬＡ、１ｃＰ－ＭＩＰＬＡ（８Ｒ）－１－（シクロプロパンカルボニル）－Ｎ
－メチル－Ｎ－（プロパン－２－イル）－６－メチ
ル－９，１０－ジデヒドロエルゴリン－８－カルボ
キシアミド及びその塩類

４
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薬物指定審査委員会開催状況（令和６年度）

通称名名称
１

【第５回】

１ 開催日 令和７年２月２１日（金）～令和７年２月２７日（木）（書面）

２ 審議物質の概要

２ 知事指定薬物告示日 令和７年３月５日（水）（埼玉県告示号外第５号）

３ 特記事項
（１）上記３品目は、大臣指定薬物の規制開始に伴って令和７年３月１５日（土）に失効した。

構造式通称名名称

１Ｓ―ＬＳＤ（１）（８Ｒ）―Ｎ，Ｎ―ジエチル―６―メチル―
１―［３―（トリメチルシリル）プロパノイル］―
９，１０―ジデヒドロエルゴリン―８―カルボキシ
アミド及びその塩類

1

ＭＰＴ、Ｍｅｔｈｙｌｐｒｏｐｙｌｔｒｙｐｔａ
ｍｉｎｅ

Ｎ―メチル―Ｎ―プロピルトリプタミン及びその塩
類

２

Ｐｒｏｔｏｎｉｔａｚｅｐｙｎｅ、
Ｎ―Ｐｙｒｒｏｌｉｄｉｎｏ ｐｒｏｔｏｎｉｔａ
ｚｅｎｅ

５―ニトロ―２―［（４―プロポキシフェニル）メ
チル］―１―［２―（ピロリジン―１―イル）エチ
ル］―１Ｈ―ベンゾ［ｄ］イミダゾ―ル及びその塩
類

３
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